
租
税
原
則
か
ら
み
た
米
国
税
制
改
革
諮
問
委
員
会
の
提
案

山

田

直

夫

一
、
は
じ
め
に

⑴

税
制
改
革
諮
問
委
員
会
報
告
書

ア
メ
リ
カ
で
は
二
〇
〇
五
年
一
月
七
日
に
ブ
ッ
シ
ュ
大

統

領
︵
当

時
︶
に

よ

り

税

制

改

革

諮

問

委

員

会

︵
P
re
sid
e
n
t’
s
A
d
v
iso
ry

P
a
n
e
l
o
n

F
e
d
e
ra
l
T
a
x

R
e
fo
rm
︶
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
は
、
歳
入
中

立
な
ど
を
前
提
に
﹁
簡
素
・
公
平
・
経
済
成
長
﹂
を
達
成

す
る
よ
う
な
税
制
改
革
案
に
つ
い
て
約
一
〇
ヶ
月
に
わ
た

り
議
論
を
重
ね
、
同
年
一
一
月
一
日
に
最
終
報
告
書

︵
S
im
p
le
,
F
a
ir,
a
n
d
P
ro
-
G
ro
w
th
:
P
ro
p
o
sa
ls
to
F
ix

A
m
e
ric
a
’s
T
a
x
S
y
ste
m
;
以
下
、
報
告
書
と
略
称
︶
を

発
表
し
た
。
報
告
書
で
は
こ
の
三
つ
の
目
標
を
達
成
す
る

税

制

体

系

と

し

て
、﹁
簡

素

な

所

得

税

制

案
﹂

︵
S
im
p
lifie
d
In
c
o
m
e
T
a
x
P
la
n
;
以
下
、
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
と

略

称
︶
と
﹁
成

長
・
投

資

税

制

案
﹂︵
G
ro
w
th

a
n
d

In
v
e
stm
e
n
t
T
a
x
P
la
n
;
以
下
、
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
と
略
称
︶
の

二
つ
の
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
案
の
概
要
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
が
、
税
制
改
革
諮
問
委
員
会
は
中
長
期
的

な
立
場
か
ら
検
討
を
加
え
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
案
に
は
早

期
に
実
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
事
項
も
含
ま
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れ
て
い
る
。
ま
た
大
ま
か
に
二
つ
の
案
の
特
徴
を
比
較
す

る
と
、
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
現
行
の
税
制
を
前
提
に
し
た
改
革
案

で
あ
る
の
に
対
し
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
現
行
の
税
制
か
ら
大
き
く

乖
離
し
た
改
革
案
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ア
メ
リ
カ
国
内
で
は
、
こ
の
報
告
書
に
対
す
る
注
目
は

あ
ま
り
集
ま
ら
ず
、﹁
本
当
に
歳
入
中
立
と
い
う
前
提
に

立
っ
た
改
革
案
な
の
か
﹂
な
ど
と
い
っ
た
反
応
が
わ
ず
か

に
あ
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
ブ
ッ
シ
ュ
前
大
統
領
も
報
告

書
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
︵
す
な
わ
ち
二
〇
〇
七
年
度
～
二

〇
〇
九
年
度
︶
の
予
算
教
書
に
お
け
る
税
制
改
正
提
案
で

は
以
前
か
ら
主
張
し
て
い
る
ブ
ッ
シ
ュ
減
税
︵
二
〇
〇

一
、
二
〇
〇
三
年
に
導
入
さ
れ
た
時
限
的
な
減
税
措
置
︶

の
恒
久
化
を
提
案
し
、
必
ず
し
も
報
告
書
に
基
づ
い
た
改

革
案
を
提
示
し
た
と
は
い
え
な
い⑴

。

ア
メ
リ
カ
で
は
報
告
書
に
対
す
る
反
響
は
大
き
い
と
は

い
え
な
い
が
、
わ
が
国
で
は
報
告
書
で
提
示
さ
れ
て
い
る

案
が
今
後
の
わ
が
国
の
税
制
改
正
の
議
論
に
有
益
な
示
唆

を
与
え
る
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
森
信
︵
二

〇
〇
七
︶
は
報
告
書
の
二
案
に
つ
い
て
紹
介
、
検
討
し
、

わ
が
国
に
お
け
る
消
費
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
し
て

い
る
。
ま
た
田
近
・
八
塩
︵
二
〇
〇
七
︶、
八
塩
︵
二
〇

〇
八
ａ
︶
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
格
差
是
正
を
念
頭
に
置

き
、
ア
メ
リ
カ
で
導
入
さ
れ
て
い
る
勤
労
所
得
税
額
控
除

や
報
告
書
で
提
案
さ
れ
て
い
る
就
労
税
額
控
除
に
つ
い
て

分
析
し
、
給
付
つ
き
税
額
控
除
の
わ
が
国
へ
の
導
入
に
つ

い
て
議
論
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
わ
が
国
で
は
報
告
書

の
提
案
に
つ
い
て
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
報
告
書
の
二
案
に
つ
い
て
、
課
税
の
効
率
︵
中
立
︶

性
や
公
平
性
と
い
っ
た
租
税
原
則
の
観
点
か
ら
本
格
的
に

検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
租
税
原
則
と
は
租
税

が
満
た
す
べ
き
一
般
的
性
質
の
こ
と
で
あ
り
、
報
告
書
の

二
案
か
ら
わ
が
国
の
税
制
へ
の
示
唆
を
得
る
に
は
、
そ
の

よ
う
な
根
本
的
な
観
点
か
ら
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
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⑵

本
稿
の
目
的

本
稿
の
目
的
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
報

告
書
の
二
案
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
わ
が
国
に
お
い
て
な
さ

れ
て
き
た
議
論
を
基
に
両
案
の
特
徴
を
整
理
す
る
こ
と
で

あ
る
。
二
つ
目
の
目
的
は
、
報
告
書
の
二
案
を
租
税
原
則

に
基
づ
い
て
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
二
節
で
は
本

稿
の
議
論
に
必
要
な
範
囲
で
報
告
書
の
二
案
の
概
要
を
紹

介
す
る
。
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
や
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
の
詳
細
、
あ
る
い
は
報

告
書
全
体
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
坂
本
︵
二
〇
〇
六
︶
な

ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
続
く
三
節
で
は
わ
が
国
に
お
け
る

報
告
書
に
関
連
す
る
議
論
を
基
に
、
こ
の
二
案
の
特
徴
を

明
ら
か
に
す
る
。
四
節
で
は
報
告
書
の
二
案
を
租
税
原
則

に
基
づ
い
て
評
価
す
る
。
最
後
の
五
節
で
は
議
論
を
ま
と

め
る
と
と
も
に
今
後
さ
ら
に
検
討
が
必
要
な
事
項
を
指
摘

す
る
。

二
、
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
と
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
の
概
要

図
表
１
、
２
は
、
本
稿
の
議
論
に
必
要
な
範
囲
で
個
人

所
得
税
と
大
企
業
に
対
す
る
課
税
に
関
し
て
報
告
書
の
二

案
の
内
容
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑴

個
人
所
得
税

ま
ず
税
率
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
一
五
％

～
三
三
％
の
四
段
階
で
あ
る
の
に
対
し
て
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
一

五
％
～
三
〇
％
の
三
段
階
に
な
っ
て
い
る
。
現
行
で
は
一

〇
％
～
三
五
％
の
六
段
階
で
あ
る
の
で
、
現
行
と
比
較
す

る
と
両
案
と
も
最
低
税
率
の
引
き
上
げ
と
最
高
税
率
の
引

き
下
げ
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ブ
ラ

ケ
ッ
ト
︵
段
階
︶
数
が
減
少
し
、
税
率
構
造
が
簡
素
化
さ

れ
て
い
る
。

次
に
金
融
所
得
課
税
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
現
行
で

証券レビュー 第49巻第２号

─ 110 ─



租税原則からみた米国税制改革諮問委員会の提案

─ 111 ─

住宅ローン利子控
除

・住宅ローン利子の15％の税額控除に組み換え
・各地域における平均住宅価格（227,000ドル〜
412,000ドル）を上限とする。
・全納税者が利用可能

地方税に係る控除 廃止

就労税額控除として組み換え
（当該税額控除により税額が負となる部分については税
額を超えて還付可能）

慈善寄附金控除 ・所得の１％を超える部分を所得控除
・全納税者が利用可能（概算控除が家族税額控除とし
て統合されたため）

貯蓄優遇 企業年金勘定、個人年金勘定、家族貯蓄勘定の３種類
に統合

SITP GITP

15％の税率で課税

人的控除 家族税額控除に一本化。（税額を超えての還付は無い）

概算控除

授業料等税額控除

子女税額控除
（一部還付可能）

勤労所得税額控除
（全額還付可能）

（出所）President's Advisory Panel on Federal Tax Reform (2005)、坂本（2006）より作成

図表１ 報告書における個人所得税の概要

税率 15、25、30、33％の４段階 15、25、30％の３段階

利子所得 通常税率で総合課税 15％の税率で課税

配当所得 非課税
（内国法人の国内事業に係
る部分のみ）

15％の税率で課税

長期キャピタル・
ゲイン

株式に係るキャピタル・ゲ
イン（１年超保有）は利益
の４分の１を所得に算入。



は
利
子
所
得
は
通
常
税
率
で
総
合
課
税
さ
れ
、
配
当
所
得

と
長
期
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
︵
一
年
超
保
有
︶
に
は
二

段
階
の
軽
減
税
率
︵
二
〇
〇
三
年
～
二
〇
〇
七
年
は
五
％

と
一
五
％
、
二
〇
〇
八
年
～
二
〇
一
〇
年
は
〇
％
と
一
五

％
︶
が
適
用
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
で
は
、
利
子
所
得
は
現

行
と
同
様
に
通
常
税
率
で
総
合
課
税
さ
れ
る
。
し
か
し
配

当
所
得
に
関
し
て
は
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
一
〇
〇
％
控
除
さ

れ
る
。
つ
ま
り
非
課
税
で
あ
る
。
さ
ら
に
長
期
キ
ャ
ピ
タ

ル
・
ゲ
イ
ン
は
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
七
五
％
が
控
除
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
長
期
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
四
分
の

一
に
一
五
％
～
三
三
％
の
税
率
が
課
せ
ら
れ
る
の
で
、
長

期
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
全
体
に
対
し
て
三
・
七
五
％

︵
＝
〇
・
二
五
×
〇
・
一
五
︶
～
八
・
二
五
％
︵
＝
〇
・

二
五
×
〇
・
三
三
︶
の
税
率
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
一

方
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
で
は
、
利
子
、
配
当
、
長
期
キ
ャ
ピ
タ
ル
・

ゲ
イ
ン
は
一
五
％
の
税
率
で
課
税
さ
れ
る
。
つ
ま
り
税
率

が
均
一
化
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
諸
控
除
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
と
Ｇ

Ｉ
Ｔ
Ｐ
の
内
容
は
共
通
し
て
お
り
、
現
行
と
比
較
し
て
大

幅
な
簡
素
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
現
行
の

人
的
控
除
、
概
算
控
除
、
授
業
料
等
税
額
控
除
、
そ
れ
か

ら
子
女
税
額
控
除
の
一
部
を
家
族
税
額
控
除
に
一
本
化
し

て
い
る
。
さ
ら
に
子
女
税
額
控
除
の
還
付
可
能
な
部
分
と

勤
労
所
得
税
額
控
除
を
就
労
税
額
控
除
と
し
て
組
み
換
え

る
と
し
て
い
る
。
家
族
税
額
控
除
は
家
族
の
構
成
員
に
応

じ
て
一
定
額
を
税
額
控
除
す
る
も
の
で
、
還
付
は
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
就
労
税
額
控
除
は
子
供
の
人
数
に
応
じ
て

所
得
の
一
定
割
合
を
税
額
控
除
し
、
税
額
が
負
に
な
る
場

合
に
は
還
付
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
。

最
後
に
貯
蓄
優
遇
策
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
Ｓ

Ｉ
Ｔ
Ｐ
と
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
の
内
容
は
共
通
し
て
い
る
。
現
行
で

は
四
〇
一
ｋ
、
Ｉ
Ｒ
Ａ
、
ロ
ス
Ｉ
Ｒ
Ａ
な
ど
一
五
種
類
の

貯
蓄
優
遇
規
定
が
あ
る
の
に
対
し
、
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
、
Ｇ
Ｉ
Ｔ

Ｐ
両
案
で
は
そ
れ
ら
を
企
業
年
金
勘
定
、
個
人
年
金
勘
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定
、
家
族
貯
蓄
勘
定
の
三
種
類
に
統
合
す
る
と
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
貯
蓄
優
遇
策
も
大
幅
に
簡
素
化
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

⑵

法
人
税
︵
大
企
業
︶

法
人
税
の
税
率
は
、
現
行
で
は
課
税
所
得
に
応
じ
て
一

五
％
、
二
五
％
、
三
四
％
、
三
五
％
の
四
段
階
が
基
本
税

率
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
課
税
所
得
が
一
〇
万

ド
ル
超
の
法
人
に
つ
い
て
は
追
加
的
な
課
税
が
あ
る
。
追

加
的
な
課
税
も
課
税
所
得
に
よ
り
適
用
税
率
が
異
な
り
、

結
局
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
数
︵
段
階
︶
は
全
部
で
八
つ
存
在
す

る
。
そ
れ
に
対
し
て
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
三
一
・
五
％
、
Ｇ
Ｉ
Ｔ

Ｐ
は
三
〇
％
の
税
率
で
あ
り
、
現
行
か
ら
大
幅
に
簡
素
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
減
価
償
却
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
現
行
で
は
加
速

度
減
価
償
却
制
度
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
減
価
償
却
制
度

は
一
九
八
一
年
と
一
九
八
六
年
の
大
幅
な
改
正
に
よ
り
、
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法人の受取配当（内国
法人株式）

非課税

受取利子：非課税
支払利子：損金不算入

受取利子：課税
支払利子：損金算入

利子（金融機関以外）

即時償却簡素化された加速度減価
償却制度

減価償却

非課税

税率 31.5％

GITPSITP

30％

（出所）Presidentʼs Advisory Panel on Federal Tax Reform（2005）、坂本（2006）より作成

図表２ 報告書における法人税（大企業）の概要

租税特別措置 原則として全て廃止



複
雑
な
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
で

は
簡
素
化
さ
れ
た
加
速
度
減
価
償
却
制
度
が
提
案
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
で
は
土
地
、
建
物
を
含
め
て
全
て

即
時
償
却
さ
れ
る
。
こ
れ
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、
減
価
償
却

資
産
は
耐
用
年
数
に
応
じ
て
徐
々
に
費
用
化
さ
れ
る
の
で

は
な
く
一
挙
に
費
用
に
な
る
の
で
、
大
変
大
胆
な
改
革
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

続
い
て
利
子
の
取
り
扱
い
︵
金
融
機
関
以
外
︶
で
あ
る

が
、
現
行
で
は
受
取
利
子
は
課
税
さ
れ
る
の
に
対
し
、
支

払
利
子
は
損
金
算
入
、
す
な
わ
ち
課
税
さ
れ
な
い
。
Ｓ
Ｉ

Ｔ
Ｐ
は
現
行
と
同
様
の
扱
い
を
す
る
と
し
て
い
る
。
一
方

Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
で
は
、
受
取
利
子
は
非
課
税
で
支
払
利
子
は
損

金
不
算
入
、
す
な
わ
ち
課
税
の
対
象
と
な
る
。

次
に
、
法
人
の
受
取
配
当
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
現
行

で
は
持
株
比
率
の
割
合
に
応
じ
て
益
金
不
算
入
割
合
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
と
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
非
課

税
で
あ
る
。
な
お
法
人
の
支
払
配
当
は
、
両
案
と
も
法
人

段
階
の
課
税
ベ
ー
ス
に
含
ま
れ
て
い
る
。

最
後
に
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
現
行
で

は
試
験
研
究
費
税
額
控
除
な
ど
様
々
な
租
税
特
別
措
置
が

存
在
す
る
が
、
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
、
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
両
案
と
も
に
原
則

と
し
て
全
て
廃
止
と
し
て
い
る
。

三
、
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
と
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
の
特
徴

本
節
で
は
わ
が
国
に
お
け
る
報
告
書
に
関
連
す
る
議
論

を
基
に
、
こ
の
二
案
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

⑴

Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
の
特
徴

Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
の
特
徴
を
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
み
て
み
た
い
。

ま
ず
、
法
人
段
階
に
お
け
る
課
税
ベ
ー
ス
に
注
目
し
て
み

よ
う
。
企
業
の
利
潤
は
単
純
な
想
定
で
は
図
表
３
の
⑴
式

の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
で
は
投
資
費

用
は
簡
素
化
さ
れ
た
加
速
度
減
価
償
却
制
度
に
よ
っ
て
費
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用
化
さ
れ
る
。
ま
た
支
払
利
子
は
損
金
算
入
な
の
で
課
税

さ
れ
な
い
。
そ
し
て
法
人
段
階
で
労
働
報
酬
に
課
税
さ
れ

な
い
の
で
、
結
局
図
表
３
の
⑴
式
右
辺
と
一
致
す
る
。
す

な
わ
ち
法
人
の
所
得
で
あ
る
利
潤
に
課
税
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
支
払
配
当
は
利
潤
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で

課
税
さ
れ
て
い
る
。

個
人
段
階
に
お
け
る
課
税
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｉ

Ｔ
Ｐ
で
は
労
働
報
酬
と
利
子
所
得
に
は
課
税
さ
れ
る
が
、

受
取
配
当
に
は
課
税
さ
れ
な
い
。
ま
た
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ

イ
ン
に
つ
い
て
は
軽
減
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
。
受
取
配

当
を
非
課
税
に
す
る
こ
と
は
所
得
課
税
か
ら
乖
離
し
て
い

る
と
い
う
よ
り
は
、
所
得
課
税
の
枠
組
み
の
中
で
配
当
所

得
課
税
と
法
人
税
の
二
重
課
税
の
問
題
を
回
避
し
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
利
子
所
得
に
つ
い
て
は
法
人
段

階
で
支
払
利
子
が
損
金
算
入
さ
れ
て
い
る
の
で
個
人
段
階

で
受
取
利
子
に
課
税
し
て
も
二
重
課
税
に
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
所
得
課
税
の
枠
組
み
を
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⑴ 利潤＝売上−原材料費−減価償却費−労働報酬−支払利子

⑵ 付加価値＝売上−原材料費−投資費用

＝留保＋支払利子＋支払配当＋労働報酬

図表３ 利潤と付加価値の定義



維
持
し
つ
つ
、
現
行
制
度
を
よ
り
簡
素
化
し
た
も
の
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
が
、
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
も
消
費
課
税
へ
の
移
行

と
位
置
づ
け
て
い
る
研
究
も
あ
る
。
例
え
ば
、
森
信
︵
二

〇
〇
七
、
四
五
頁
︶
は
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
を
﹁
貯
蓄
非
課
税
制
度

の
拡
充
﹂、
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
を
﹁
貯
蓄
か
ら
得
ら
れ
る
金
融
所

得
に
対
す
る
分
離
・
低
率
の
課
税
﹂
と
い
う
考
え
方
に

立
っ
た
案
と
し
、﹁
い
ず
れ
も
、﹁
所
得
課
税
か
ら
消
費
課

税
へ
の
シ
フ
ト
﹂
を
進
め
る
と
い
う
哲
学
が
背
景
に
あ
り

ま
す
。﹂
と
し
て
い
る
。
ま
た
鈴
木
︵
二
〇
〇
八
、
九
三

│
九
四
頁
︶
は
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
に
お
い
て
大
企
業
が
加
速
度
減

価
償
却
制
度
を
利
用
す
る
の
に
対
し
、
中
小
企
業
は
即
時

償
却
を
す
る
こ
と⑵

な
ど
か
ら
、
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
に
も
消
費
課
税

の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、﹁
諮
問
委
員
会
の

提
案
は
全
体
と
し
て
所
得
課
税
か
ら
消
費
課
税
に
ウ
エ
イ

ト
を
移
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂
と
し
て

い
る
。

⑵

Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
の
特
徴

Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
の
特
徴
は
課
税
ベ
ー
ス
が
消
費
課
税
に
近
い

こ
と
で
あ
り
、
既
に
森
信
︵
二
〇
〇
七
︶、
鈴
木
︵
二
〇

〇
八
︶、
八
塩
︵
二
〇
〇
八
ｂ
︶
な
ど
多
く
の
文
献
で
そ

の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
上
記
の
文
献
に

基
づ
い
て
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
の
特
徴
を
示
す
。

消
費
課
税
と
は
消
費
あ
る
い
は
付
加
価
値
を
課
税
ベ
ー

ス
と
す
る
税
制
の
こ
と
で
あ
る
。
図
表
３
の
⑵
式
で
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
単
純
な
想
定
で
は
、
企
業
の
売
上
か
ら

原
材
料
費
、
投
資
費
用
を
引
い
た
も
の
が
付
加
価
値
に
な

る
。
そ
し
て
企
業
は
付
加
価
値
の
一
部
を
労
働
報
酬
、
支

払
利
子
、
支
払
配
当
に
当
て
る
。
な
お
図
表
３
の
⑵
式
で

は
付
加
価
値
か
ら
こ
の
三
つ
を
引
い
た
も
の
を
留
保
と
定

義
し
て
い
る
。
ま
ず
投
資
費
用
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
現

行
で
は
減
価
償
却
費
と
し
て
投
資
費
用
の
一
部
し
か
売
上

か
ら
引
か
れ
な
い
が
、
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
で
は
投
資
費
用
は
即
時

償
却
さ
れ
る
の
で
、
投
資
費
用
が
全
額
引
か
れ
て
い
る
。
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ま
た
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
に
お
け
る
法
人
課
税
で
は
支
払
利
子
は
損

金
不
算
入
な
の
で
課
税
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
支
払
配
当
と

留
保
も
法
人
税
の
課
税
所
得
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
課
税

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
付
加
価
値
の
う
ち
労
働
報
酬
だ

け
が
法
人
段
階
で
課
税
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
個
人
の
段
階
で
労
働
報
酬
に
課
税
す
れ
ば
、

両
段
階
合
わ
せ
て
付
加
価
値
に
課
税
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
で
は
労
働
報
酬
の
他
に
受
取
利
子
、

受
取
配
当
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
に
一
五
％
で
課
税
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
経
済
全
体
で
見
る
と
課

税
ベ
ー
ス
が
付
加
価
値
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
よ
っ

て
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
完
全
な
消
費
課
税
と
い
う
こ
と
は
で
き

ず
、
消
費
課
税
に
近
い
税
制
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。消

費
課
税
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
利
子
や
配
当
に
対

し
て
一
度
し
か
課
税
し
な
い
の
で
投
資
や
貯
蓄
を
促
進

し
、
経
済
成
長
に
資
す
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
不
完
全
な
形
の
消
費
課
税
で
あ
り
、
そ
の
分

投
資
・
経
済
成
長
促
進
の
効
果
は
薄
い
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
八
塩
︵
二
〇
〇
八
ａ
、
一
〇
三
頁
︶
は
、
Ｇ

Ｉ
Ｔ
Ｐ
で
は
貯
蓄
優
遇
措
置
の
適
用
範
囲
を
広
く
取
る
こ

と
で
多
く
の
金
融
所
得
を
非
課
税
に
し
て
い
る
と
指
摘
し

て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
現
行
制
度
よ
り

は
消
費
課
税
に
近
く
、
そ
の
意
味
で
は
、
投
資
や
経
済
成

長
を
促
進
す
る
税
制
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

図
表
１
、
２
で
は
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
と
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
の
課
税
の
概

要
を
示
し
た
が
、
本
節
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
別
の
角
度

か
ら
両
案
の
概
要
を
示
し
た
の
が
図
表
４
で
あ
る
。

四
、
報
告
書
の
二
案
と
租
税
原
則

本
節
で
は
報
告
書
の
二
案
に
つ
い
て
租
税
が
満
た
す
こ

と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
性
質
、
す
な
わ
ち
﹁
効
率
︵
中

立
︶・
公
平
・
簡
素
﹂
と
い
う
租
税
原
則
に
沿
っ
て
検
討
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を
加
え
る
。

⑴

税
体
系
の
簡
素
性

現
行
の
ア
メ
リ
カ
の
税
制
と
比
較
し
て
報
告
書
の
二
案

が
と
も
に
、
個
人
段
階
で
の
税
率
、
諸
控
除
、
貯
蓄
優
遇

策
、
法
人
段
階
で
の
税
率
、
減
価
償
却
制
度
、
租
税
特
別

措
置
に
つ
い
て
大
幅
に
簡
素
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に

二
節
で
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
簡
素
化
が
進
む
こ
と
に

よ
っ
て
課
税
当
局
の
税
の
徴
収
コ
ス
ト
が
削
減
さ
れ
る
だ

け
で
な
く
、
公
平
性
や
効
率
︵
中
立
︶
性
も
改
善
さ
れ
る

可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
租
税
回
避
の
余
地
が
少
な
く
な

る
の
で
、
特
定
の
個
人
や
法
人
の
税
負
担
が
軽
く
な
る
こ

と
が
な
く
な
り
、
公
平
性
の
改
善
に
寄
与
す
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
租
税
回
避
が
な
く
な
る
こ
と
や
、
租
税
回
避

行
動
に
向
け
ら
れ
て
い
た
労
力
が
生
産
活
動
に
向
け
ら
れ

る
こ
と
に
よ
り
資
源
配
分
の
効
率
性
が
改
善
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
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課税 受取利子 課税

受取配当 非課税 受取配当 課税

キャピタル・ゲイン 課税 キャピタル・ゲイン

GITP

課税

SITP

課税 課税

労働報酬 非課税 労働報酬 非課税

個人段階 個人段階

労働報酬 課税 労働報酬 課税

受取利子

支払配当

＊利潤に含まれている

法人段階

利潤 課税 留保 課税

支払利子 非課税 支払利子 課税

支払配当 *

法人段階

図表４ SITPと GITPの課税関係



⑵

企
業
行
動
に
対
す
る
効
率
︵
中
立
︶
性

続
い
て
企
業
の
資
金
調
達
に
関
す
る
効
率
︵
中
立
︶
性

に
つ
い
て
考
え
た
い
。
課
税
ベ
ー
ス
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ロ
ー
で
あ
る
法
人
税
を
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
法
人
税
と

い
う
。
法
人
段
階
で
こ
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
法
人
税

を
導
入
し
、
個
人
段
階
で
消
費
支
出
に
課
税
す
る
体
系
で

あ
れ
ば
、
税
制
が
企
業
の
資
金
調
達
方
法
︵
負
債
、
新
株

発
行
、
内
部
留
保
︶
に
対
し
て
中
立
的
に
な
る
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
法
人
段
階
で
法
人
所
得
に
課

税
す
る
場
合
は
、
配
当
と
内
部
留
保
に
対
す
る
二
重
課
税

の
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
資
金
調
達
に
対
す
る
中
立
性
は

保
て
な
い
。
詳
細
な
検
討
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
が
、

こ
の
こ
と
か
ら
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
、
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
と
も
に
資
金
調
達

に
対
す
る
中
立
性
は
完
全
に
達
成
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
配

当
と
内
部
留
保
に
対
す
る
二
重
課
税
に
配
慮
し
た
税
体
系

に
な
っ
て
お
り
、
負
債
、
新
株
発
行
、
内
部
留
保
に
対
し

て
な
る
べ
く
中
立
的
に
な
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
負
債
と
新
株
発
行
に
関
し
て
は
中
立
的
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
資
金
調
達
に
対
す
る
効
率
︵
中
立
︶

性
に
関
し
て
は
、
両
案
は
完
全
で
は
な
い
が
あ
る
程
度
達

成
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑶

勤
労
所
得
と
資
産
所
得
に
対
す
る
効
率
︵
中
立
︶
性

次
に
両
案
の
勤
労
所
得
と
資
産
所
得
に
対
す
る
課
税
を

効
率
︵
中
立
︶
性
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
一
定
の
税
収

を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
、
ど
の
税
に
ど
れ
だ

け
課
税
す
れ
ば
最
も
効
率
︵
中
立
︶
性
を
損
な
わ
な
い
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
財
政
学
で
は
ラ
ム
ゼ
イ
の

ル
ー
ル
と
い
う
解
答
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ラ
ム
ゼ
イ
の

ル
ー
ル
と
は
大
雑
把
に
い
う
と
、
価
格
が
変
化
し
て
も
消

費
量
に
あ
ま
り
変
化
の
な
い
財
に
重
課
す
れ
ば
よ
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
所
得
を
勤
労
所
得
と
資
産
所
得
に
二
分

し
、
賃
金
率
と
資
産
収
益
率
に
そ
れ
ぞ
れ
課
税
し
た
場
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合
、
労
働
供
給
は
そ
れ
ほ
ど
減
少
し
な
い
が
、
金
融
資
産

な
ど
の
資
産
所
得
は
海
外
へ
流
出
し
て
し
ま
う
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
資
産
所
得
に
軽
課
す
る
こ
と
が
、

効
率
︵
中
立
︶
性
の
観
点
か
ら
認
め
ら
れ
る
。

個
人
段
階
に
注
目
す
る
と
Ｓ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
利
子
所
得
に
は

勤
労
所
得
と
同
様
の
課
税
を
す
る
が
、
配
当
所
得
は
非
課

税
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
は
軽
減
課
税
で
あ
る
。
ま

た
、
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
も
利
子
、
配
当
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン

に
一
五
％
の
課
税
を
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
案
と
も
勤

労
所
得
に
比
し
て
資
産
所
得
軽
課
と
い
う
こ
と
が
で
き
、

効
率
︵
中
立
︶
性
を
考
慮
し
た
税
制
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。北

欧
諸
国
で
導
入
さ
れ
て
い
る
二
元
的
所
得
税
は
勤
労

所
得
と
資
産
所
得
を
分
け
て
、
後
者
に
軽
課
す
る
税
制
で

あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
二
〇
〇
九
年
か
ら
金
融
資
産

所
得
に
二
五
％
の
源
泉
分
離
課
税
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
わ
が
国
で
は
、
金
融
所
得
課
税
一
元
化
の
導
入
に

向
け
た
改
革
が
進
ん
で
お
り
、
資
産
所
得
軽
課
は
世
界
的

な
潮
流
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑷

個
人
の
資
産
選
択
に
対
す
る
公
平
性

最
後
は
個
人
の
金
融
資
産
選
択
に
つ
い
て
で
あ
る
。
Ｓ

Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
個
人
段
階
で
は
利
子
、
配
当
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・

ゲ
イ
ン
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
課
税
を
す
る
の
で
、
あ
る
一

定
の
所
得
を
金
融
資
産
か
ら
得
て
も
、
ど
の
金
融
資
産
か

ら
得
た
か
に
よ
っ
て
税
負
担
額
が
異
な
る
。
し
た
が
っ
て

金
融
資
産
か
ら
の
所
得
を
水
平
的
公
平
の
基
準
と
す
れ

ば
、
不
公
平
な
税
制
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し

て
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ｐ
は
個
人
段
階
で
利
子
も
配
当
も
キ
ャ
ピ
タ

ル
・
ゲ
イ
ン
も
共
通
の
税
制
な
の
で
そ
の
点
で
は
公
平
で

あ
る
。
法
人
段
階
ま
で
考
慮
す
る
と
利
子
、
配
当
は
同
様

に
二
重
課
税
さ
れ
る
。
二
重
課
税
は
望
ま
し
く
な
い
が
、

個
人
・
法
人
両
段
階
を
と
お
し
て
も
同
じ
税
制
に
な
り
、

そ
の
意
味
で
は
公
平
に
な
る
。
な
お
、
金
融
資
産
間
で
税
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制
が
異
な
る
と
課
税
の
公
平
性
だ
け
で
な
く
効
率
︵
中

立
︶
性
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
税
制
が

金
融
資
産
の
税
引
き
後
期
待
収
益
率
に
影
響
を
与
え
、
個

人
の
資
産
選
択
行
動
に
歪
み
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
両
案
で
は
金
融
資
産
間
の
損
益
通
算
は
行
わ
れ

な
い⑶

。
損
益
通
算
が
で
き
れ
ば
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ロ
ス
が
生

じ
た
と
き
に
税
負
担
を
軽
減
で
き
る
の
で
、
個
人
の
リ
ス

ク
テ
イ
ク
が
促
進
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
ア
メ
リ

カ
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
と
異
な
り
特
に
リ
ス
ク
テ
イ
ク

を
促
進
す
る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

五
、
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
税
制
改
革
諮
問
委
員
会
が
発

表
し
た
歳
入
中
立
な
ど
を
前
提
に
し
た
税
制
改
革
案
を
租

税
原
則
か
ら
検
討
し
た
。
主
な
結
果
は
、
①
ア
メ
リ
カ
の

現
行
制
度
か
ら
大
幅
に
簡
素
化
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

②
資
金
調
達
に
対
し
て
完
全
に
は
中
立
的
で
は
な
い
こ

と
、
③
資
産
所
得
軽
課
に
よ
り
効
率
︵
中
立
︶
性
に
注
意

が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
④
個
人
の
資
産
選
択
に
つ
い
て

は
公
平
性
や
効
率
︵
中
立
︶
性
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る

こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
ま
だ
十
分
に
改
革
案
を
検
討
し
た
と
は
い
え

な
い
。
例
え
ば
資
金
調
達
に
対
す
る
中
立
性
に
つ
い
て
検

討
の
過
程
を
示
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
資
金
調
達
と
と
も
に

重
要
な
企
業
行
動
で
あ
る
投
資
へ
の
影
響
に
言
及
し
な

か
っ
た
。
ま
た
、
報
告
書
の
内
容
で
重
要
と
思
わ
れ
る
が

本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
国

際
課
税
の
問
題
や
事
業
体
の
扱
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
今

後
は
分
析
を
精
緻
化
す
る
と
と
も
に
、
残
さ
れ
た
課
題
に

取
り
組
み
税
制
改
革
諮
問
委
員
会
の
報
告
書
の
特
徴
を
よ

り
明
確
に
し
た
い
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
租
税
原
則
の
観

点
か
ら
、
報
告
書
の
二
案
の
わ
が
国
に
対
す
る
示
唆
を
導

出
し
た
い
。
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︵
注
︶

⑴

ち
な
み
に
オ
バ
マ
新
大
統
領
は
選
挙
期
間
中
に
ブ
ッ
シ
ュ
減
税
の

早
期
廃
止
を
訴
え
て
い
た
が
、
経
済
状
況
の
混
乱
も
あ
り
今
後
ア
メ

リ
カ
の
税
制
が
ど
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
て
い
く
か
は
不
透
明
で
あ
る
。

⑵

本
稿
で
は
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

⑶

わ
が
国
で
は
平
成
二
〇
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成
二
一
年
か

ら
上
場
株
式
等
の
譲
渡
損
失
と
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
と
の
間
で

損
益
通
算
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
成
二
二
年
か
ら
特
定
口
座

を
活
用
し
た
簡
易
な
損
益
通
算
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

︵
参
考
文
献
︶

P
re
sid
e
n
t’s
A
d
v
iso
ry
P
a
n
e
l
o
n
F
e
d
e
ra
l
T
a
x
R
e
fo
rm
︵
2
0
0
5︶

“S
im
p
le
,
F
a
ir,
a
n
d
P
ro
-
G
ro
w
th
:P
ro
p
o
sa
ls
to
F
ix
A
m
e
ric
a
’s

T
a
x
S
y
ste
m
”

坂
本
成
範
︵
二
〇
〇
六
︶﹁
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報
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﹂﹃
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一
月
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、
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│
六
九
頁

鈴
木
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〇
八
︶﹁﹁
抜
本
的
な
﹂
税
制
改
革
の
議
論
～
消
費
課

税
へ
の
移
行
と
資
本
課
税
改
革
～
﹂﹃
み
ず
ほ
総
研
論
集
﹄、
二
〇
〇

八
年
Ⅰ
号
、
八
三
│
一
二
〇
頁

田
近
栄
治
・
八
塩
裕
之
︵
二
〇
〇
七
︶﹁
還
付
可
能
な
税
額
控
除
を
ど
う

執
行
す
る
か
︱
欧
米
の
経
験
︱
﹂﹃
税
経
通
信
﹄、
二
〇
〇
七
年
六
月

号
、
二
五
│
三
九
頁

森
信
茂
樹
︵
二
〇
〇
七
︶﹃
抜
本
的
税
制
改
革
と
消
費
税
│
経
済
成
長
を

支
え
る
税
制
へ
│
﹄
大
蔵
財
務
協
会

八
塩
裕
之
︵
二
〇
〇
八
ａ
︶﹁
米
国
大
統
領
諮
問
委
員
会
に
よ
る
税
制
改

革
提
案
と
給
付
つ
き
税
額
控
除
﹂、
森
信
茂
樹
編
著
︵
二
〇
〇
八
︶

﹃
給
付
つ
き
税
額
控
除

日
本
型
児
童
税
額
控
除
の
提
言
﹄
中
央
経
済

社
、
九
一
│
一
一
九
頁

八
塩
裕
之
︵
二
〇
〇
八
ｂ
︶﹁
米
で
進
む
税
制
改
革
議
論
、
日
本
へ
の
含

意

課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
急
げ
﹂﹃
日
本
経
済
新
聞
﹄
二
〇
〇
八
年
一

二
月
八
日
、
経
済
教
室

︵
や
ま
だ

た
だ
お
・
当
研
究
所
研
究
員
︶
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